
第２８号議案 

   令和元年度大山崎町一般会計補正予算（第８号） 

 令和元年度大山崎町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８６，９５５千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，５８３，８０９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の廃止は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 
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第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

  令和２年３月３０日 提 出 

大山崎町長 前川 光   
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１　追　加

款 項 事 業 名 金 額

千円

２　総務費 １　総務管理費 防犯カメラ整備事業 14,720

千円

２　総務費 １　総務管理費 地方創生総合戦略策定事業 160

千円

８　土木費 １　土木管理費 地籍調査事業 14,720

千円

８　土木費 １　土木管理費 南谷川水路改修工事 50,000

千円

８　土木費 ２　道路橋りょう費 鏡田橋3号、鏡田橋4号橋りょう補修設計業務委託事業 3,726

千円

８　土木費 ２　道路橋りょう費 円明寺ヶ丘団地側溝改修等工事 22,387

千円

８　土木費 ２　道路橋りょう費 交通安全施設整備工事 3,824

第２表　繰越明許費補正
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款 項 事 業 名 金 額

千円

８　土木費 ４　都市計画費 ＪＲ山崎駅バリアフリー化設備整備補助事業 15,132

千円

８　土木費 ４　都市計画費 公園遊具等更新工事 1,600

千円

１０　教育費 １　教育総務費 学校給食施設資料作成事業 6,000

千円

１０　教育費 ２　小学校費 44,202

千円

１０　教育費 ２　小学校費 3,520

千円

１０　教育費 ３　中学校費 20,883

千円

１０　教育費 ３　中学校費 防犯用備品購入事業 27

　公立学校情報通信ネットワーク環境整備事業
　（大山崎小学校、第二大山崎小学校）

　公立学校情報通信ネットワーク環境整備事業
　（大山崎中学校）

学校施設コンクリート強度等調査事業
（大山崎小学校、第二大山崎小学校）
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１　廃　止

事 項 期 間 限 度 額

町立学校教職員校務用情報機器借上事業
（大山崎小学校、大山崎中学校）

自　令和２年度

至　令和６年度
５，５００千円

第３表　債務負担行為補正
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１　追　加

起 債 の 目 的

千円

計 1,700

公共土木施設災害復旧事業

証券発行の場合におい

て発行価格が額面金額

を下回るときは、それ

ぞれの発行価格差減額

をうめるために必要な

金額をそれぞれの限度

額に加算した金額を限

度額とする。

第４表　地方債補正

限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

政府資金についてはその融

資条件、民間資金等の場合

にはその債権者と協定する

ところによる。ただし、町

財政の都合により据置期間

及び償還期限を短縮し、若

しくは繰上償還又は低利に

借換えすることができる。

1,700

政府資金又は民間資金

等（証書借入又は証券

発行）ただし、証券発

行の方法による場合に

おいては、発行価格は

額面金額100円につき

99円以上とする。

4.0％以内（ただし､

利率見直し方式で借

り入れる政府資金及

び民間資金等につい

て､利率見直しを行っ

た後においては､当該

見直し後の利率）
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２　変　更

起債の方法 利 率 償還の方法

千円 千円

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額

〃

補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

急傾斜地崩壊対策事業 4,500 5,800

4.0％以内

（ただし､

利率見直し

方式で借り

入れる政府

資金及び民

間資金等に

ついて､利

率見直しを

行った後に

おいては､

当該見直し

後の利率）

政府資金につ

いてはその融

資条件、民間

資金等の場合

にはその債権

者と協定する

ところによ

る。ただし、

町財政の都合

により据置期

間及び償還期

限を短縮し、

若しくは繰上

償還又は低利

に借換えする

ことができ

る。

証券発行の

場合におい

て発行価格

が額面金額

を下回ると

きは、それ

ぞれの発行

価格差減額

をうめるた

めに必要な

金額をそれ

ぞれの限度

額に加算し

た金額を限

度額とす

る。

政府資金又

は民間資金

等（証書借

入又は証券

発行）ただ

し、証券発

行の方法に

よる場合に

おいては、

発行価格は

額面金額

100円につ

き99円以上

とする。

〃

交通安全施設等整備事業 1,600 〃 〃

〃 111,700 〃 〃 〃〃 〃町道整備事業 90,600

〃 〃 〃 〃

鉄道施設バリアフリー化
事業

21,000 〃

〃 〃 3,300

〃〃 17,700 〃 〃 〃〃 〃

－10－



起債の方法 利 率 償還の方法
起 債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額

小学校施設整備事業 12,400 〃 〃 〃 〃 〃

〃

〃

中学校設備整備事業 400 〃

〃 〃 40,100

〃〃 15,600 〃 〃 〃

〃〃 〃 2,700
老人福祉センター公用車
購入事業

3,200 〃 〃 〃 〃

〃 〃
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大山崎町一般会計補正予算（第８号）に関する説明書 
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（単位：千円）

１. 1,925,360 2,136,331 461,600 524,800 153,392 2,507,739

(1) 総 務 242,005 195,700 2,000 2,000 71,719 125,981

(2) 民 生 44,905 108,153 54,000 53,500 13,502 148,151

(3) 衛 生 2,603 6,702 0 0 1,302 5,400

(4) 商 工 13,600 13,600 0 0 0 13,600

(5) 農 林 土 木 583,531 722,790 205,700 226,500 34,667 914,623

(6) 消 防 143,738 141,640 121,400 121,400 4,871 258,169

(7) 教 育 894,978 947,746 78,500 121,400 27,331 1,041,815

２. 17,200 34,206 9,300 11,000 2,150 43,056

(1) 土 木 17,200 21,706 2,800 4,500 2,150 24,056

(2) 文 教 0 8,300 900 900 0 9,200

(3) 厚 生 0 1,400 0 0 0 1,400

(4) そ の 他 0 2,800 5,600 5,600 0 8,400

３. 4,142,243 4,202,808 250,500 250,500 338,183 4,115,125

(1) 減 収 補 て ん 債 434,142 495,120 0 0 58,503 436,617

(2) 減 税 補 填 債 93,552 69,323 0 0 17,010 52,313

(3) 臨 時 財 政 対 策 債 3,608,749 3,638,365 250,500 250,500 262,670 3,626,195

(4) 退 職 手 当 債 5,800 0 0 0 0 0

6,084,803 6,373,345 721,400 786,300 493,725 6,665,920

　※当該年度中起債見込額には、前年度からの明許繰越額 58,400千円を含む。

合 計

普 通 債

災 害 復 旧 債

そ の 他

地 方 債 の 前 前 年 度 末 及 び 前 年 度 末 に お け る 現 在 高
並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分
前 前 年 度 末
現 在 高

前年度末現在高

当 該 年 度 中 増 減 見 込

当 該 年 度 末
現 在 高 見 込 額

当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当該年度中元金
償 還 見 込 額補 正 前 補 正 後
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